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序　　　　　文

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、グアテマラ共和国に対する「エイズ対策・血液検査」

医療特別機材供与事業にかかる機材計画調査を行うことを決定し、平成18年10月25日から10月

31日まで調査団を派遣しました。

同調査団はグアテマラ共和国政府関係者及び関係国際機関現地事務所関係者と協議を行うとと

もに、機材供与対象施設などの現地調査を実施し、効果測定・評価及び機材調達計画の観点から

調査結果を本報告書に取りまとめました。

この報告書が、グアテマラ共和国における「エイズ対策・血液検査」医療特別機材供与事業の

効果的な実施に寄与することを切に願うものです。

最後に、本調査にご協力を頂いた内外関係者の方々に深い謝意を表するとともに。引き続き一

層のご支援をお願いする次第です。

平成18年11月

独立行政法人　国際協力機構

人間開発部　部長　菊地　文夫



現地写真

写真－１　厚生省血液銀行プログラムの活動紹介
厚生省血液銀行プログラムの担当者は、調査団訪問
時に１日半にわたり、血液銀行、輸血体制の現状を
紹介するなど、非常に本プログラムに対して意欲的
であった。

写真－５　ルーズベルト病院（グアテマラシティ）献血室
ルーズベルト病院は、９床の献血者ベッドがあり、
６時から15時まで採血活動を実施している。採血
の前に問診、血圧・体重測定、比重測定を行い、問
題なければ採血を実施する。

写真－３　スクリーニングセンター
厚生省血液銀行プログラムは、中央の血液銀行付属
のスクリーニングセンターですべての輸血用血液の
免疫学的血液検査を一括して実施する予定である。

写真－２　献血車
子供世界血液銀行より2005年12月に供与された。
大学など病院以外の施設で献血促進活動に使用す
る。献血車と併せて簡易ベッド７台と操作台２台も
供与された。

写真－６　採血された血液は、献血者ID番号と血
液型を記録され、冷蔵庫で保管される。冷蔵庫は、
未検査、感染陰性血液、感染血液に区分されている。

写真－４　スクリーニングセンター
スクリーニングセンターで使用している冷蔵庫は、
ハリケーンミッチの救済の際に日本から供与された
冷蔵庫を修理して使用している。別の施設では
1993年の供与品を使用している施設もあった。



写真－７　血液バッグ用遠心分離機
献血により得られた血液バッグは、冷却遠心分離機
で血漿成分と血球成分に分けられる。血液銀行スタ
ッフは、血液製剤の在庫状況に応じて作製する製剤
を決定する。

写真－12 血小板攪拌機
ルーズベルト病院では、血小板攪拌機の上に網を乗
せてより多くの血小板製剤を攪拌するよう、工夫し
ていた。

写真－９　血漿・血球成分分離機
冷却遠心分離機で血漿成分と血球
成分に分離された血液バッグは、
上記装置を用いて、血球バッグと
血漿バッグに分画される。

写真－10 血液製剤の保管
血液製剤の保管状況は各病院
により異なるが、それぞれ間
違いのないよう、冷蔵庫に目
印をつけて分類している。

写真－11 献血活動促進
各血液銀行はそれぞれ、献
血者を増やすために独自の
ポスター等を作成して、献
血を呼びかけている。

写真－８　分画された血液製剤
写真９の血漿・血球成分分離器により作製された血
球製剤と血漿製剤。

写真－13 献血用血液の免疫学的検査
冷却遠心分離機で血漿成分と血球成分に分離された
血液バッグは、上記装置を用いて、血球バッグと血
漿バッグに分画される。



写真－14 血液適合性の検査
輸血血液の注文がきたら、輸血用血液と患者の血液
の適合性を検査する。訪問した施設では検査技師が
一人で確認しているが、判定が曖昧な時は複数の検
査技師で判定する。

写真－18 ケツアルテナンゴ西部病院 新生児集中
治療室（ICU）

ケツアルテナンゴ西部病院は三次医療施設であり、
新生児の重症例が移送されてくるが、救急車に移送
用インキュベータは設置されていない。８名の新生
児管理が可能であるが、本来は12名分くらいの機
材が必要である。新生児ICUが満室の時は他科で
管理している。

写真－16 厚生省　中央倉庫外観
中央倉庫は、グアテマラシティ市内にあり、広さは
4500m2である。現在３名のスタッフで管理してい
る。

写真－15 献血者の情報管理
グアテマラでは、情報管理が統一化されておらず、
各施設が独自の様式で情報管理を行っている。コン
ピュータによる情報管理は導入されておらず、紙に
よる管理している施設や管理していないなど、まち
まちである。

写真－19 ケツアルテナンゴ西部病院 新生児集中
治療室（ICU）２

新生児集中治療室では昨年改良工事を実施し、酸素
や電気の配管を設置した。乳幼児ICUにはこのよ
うな設備がないため、病院長は2007年に乳幼児
ICUの改良工事を実施したいと考えている。

写真－17 厚生省中央倉庫　庫内の様子
中央倉庫内は柵により区切られているが、特に分類
はしてない。倉庫への搬入は、各プログラムの担当
者が実施しており、倉庫のスタッフは在庫管理のみ
を実施している。



略語表
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第１章　調査概要

１－１　調査目的

1） グアテマラ共和国（以下「グアテマラ国」と記す）における本事業について、国内での既

存の資料調査、現地調査、帰国後の国内分析により、相手国政府、関連国際機関及び JICA

の案件実施体制を評価し、案件の妥当性・有効性・効率性を確認する。

2） グアテマラ国からの要請について、機材調達・通関・運輸等の体制を調査し、適正な仕

様・数量を確認する。

１－２　調査団構成

氏　名 担当分野 所　属

小林　恵子　　　　効果測定・評価　　　財団法人日本国際協力システム業務部

谷垣　佳奈子　　　機材調達計画 財団法人日本国際協力システム業務部

１－３　調査日程

2006年10月25日～11月3日
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１－４　調査対象案件の概要

１－４－１　調査対象案件概要（年次、要請書・供与計画提出状況等）

・計画書：計画書「グアテマラ血液バンク強化計画」は受理。

・要請書：2006年度の単年度・新規案件で要請書は受理。

・供与対象：安全な血液供給体制を強化するため、全国9箇所の血液銀行の地域拠点のう

ち、8箇所（ペテン、サカパ、ベラパセス、東部、ケツァルテナンゴ、南部、アンティグ

ア）に対する資機材供与を要請。

・要請品目：血漿冷凍装置、冷却遠心分離機、血小板攪拌機、試験管用遠心分離機

表1－1 要請機材の単価及び数量 （単位：米ドル）

１－４－２　本案件における固有な事情と機材供与計画策定にあたっての留意点（調査事項）

・グアテマラ国家保健計画における血液事業の位置づけ、並びに上記「グアテマラ血液バン

ク強化計画」における本件の位置づけを明確にしたうえで、本件の意義・妥当性について

確認する。また、妥当性の確認にあたっては、本件により期待される成果についてもあわ

せて確認する。

・政府の実施体制（血液検査・供給体制、機材供与の配布・管理体制、配布状況のモニタリ

ング体制）を確認し、機材の有効活用にかかる提言を行う。特に、機材使用の適切なモニ

タリングを促進すべく、モニタリングシート活用の必要性を指導する。

・他ドナーの血液事業への支援実績及び支援計画に関する情報収集を行い、本件の位置づけ

を明確化するとともに、他ドナーとの連携の可能性の有無を確認する。

・ JICAプログラム内のスキーム間連携という観点から、地域別研修「血液スクリーニング

検査向上」（JICA九州所管、2007年1月実施、グアテマラより2名参加予定）との連携方



－3－－3－－3－

法について確認する。具体的には、同研修への参加者の人選状況　ならびに帰国後の同研

修参加者の本件への関わり方等について確認する。

・配布対象地域ならびに要請された機材の内容及び数量の妥当性について確認する。

１－５　供与実績

過去の医療特別機材供与の実績はない。

－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－
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第２章　対象国の保健医療政策と体制

２－１　保健分野国家計画と保健医療状況

２－１－１　国家保健計画

グアテマラ国では、厚生分野の開発計画である「保健政策基本方針2004～2008（Lineamientos

Basicos y Politicas de Salud（2004～2008））」を策定し、厚生省の統括能力の強化、質をともな

った第1次～第3次医療サービスの提供、保健セクターの人材開発・管理システムの強化、住

民の生活を改善するための衛生環境整備の推進等の8つの重点項目を定め、さまざまな取り組

みを実施している。本案件が支援する血液銀行プログラムは、「質をともなった第1次～第3次

医療サービスの提供」に位置づけられる。

これらの方針を基に、グアテマラでは国家保健政策の戦略方針（Lineamientos estrategicos

de la Agenda Nacional de Salud）を策定し、そのなかで2015年までの達成目標を表2－1のよ

うに設定している。本案件により輸血、血液供給体制が整備されれば、これらの達成目標のう

ち「HIV/AIDSや性感染症の流行を抑制する」「3つの診療レベルにおいての認可基準を規定す

表2－1 国家保健政策　達成目標（すべて2015年までに達成予定）

－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－
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ることにより、医療サービスの質を保証するシステムを導入する」という点について、本案件

は直接貢献し、また緊急時における適切な輸血を可能にすることにより、「集中治療モデルを

拡大する」「妊産婦死亡率、乳幼児死亡率の低下」「マラリア死亡率の低下」に貢献することと

なる。

２－１－２　国家血液銀行強化計画

グアテマラ国では、安全な血液の確保のための血液銀行強化計画の一環として、1999年に地

方血液銀行10箇所の基盤整備を行い、血液銀行運営に必要な資機材の整備と専門的な知識を

有する職員を配置した。また、2002年1月より血液銀行で集められた血液の検査を中央のスク

リーニングセンターで実施することとした。しかし、当時の厚生省は安全な血液供給にそれほ

ど重点を置いておらず、血液銀行計画に配置する人員も2名と限定されていたため、顕著な成

果をあげるには至らなかった。

2004年の新政権樹立後、安全な血液の確保の重要性が見直され、血液銀行プログラムが重点

項目のひとつとなり積極的に取り組まれることとなった。血液銀行プログラムに従事する人員

はそれまでの2名から8名に増員され、米州保健機関（PAHO）の技術指導に基づいて安全な

血液確保に向けての具体的な活動を実施し、その成果が確認されている。具体的な取り組みと

しては、2003年に実施された輸血に関する国際会議にてPAHOが報告した法律のモデルをもと

に、PAHOの支援を受けながら国内の専門家とともに輸血に関連する法律の枠組みを整備し

た。具体的には、憲法において安全な血液を確保することを厚生省の義務としたうえで、輸

血・血液バンク事業法について血液の品質保証やそのための技術的基準の見直しを行った。ま

た、研修についても積極的に取り組んでおり、中央レベルの血液銀行プログラム運営の研修、

新たな血液銀行専門の技術者の養成、既存の血液銀行スタッフの能力強化のための研修など、

各分野のレベルアップを目指した研修を実施している。

法的枠組み整備後の次の段階の活動として、血液銀行プログラムでは血液銀行事業の実施に

おける体制整備に取り組んでいる。厚生省の掲げるプログラムの最終目標は以下のとおりであ

る。

（1）すべての輸血用血液を任意血液により確保する。

（2）すべての輸血用血液を中央部のスクリーニングセンターにて検査する。

（3）血液銀行を、スクリーニングセンター、血液供給センター、輸血センターに分類し、地

域拠点化を実現する。

これらの目標を達成するため、血液銀行プログラムでは血液銀行の「地域拠点化」「検査体
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制の集中化」「任意献血促進活動」の3項目の実施を掲げている。それぞれの具体的な活動内

容を示す。

1） 地域拠点化

献血・輸血活動は、病院に付属する32箇所の血液銀行で実施されているが、厚生省で

は2007年中に、その規模に応じて厚生省管轄内のスクリーニングセンター（1箇所）、グ

アテマラを8地域に分類し、各地域に地域拠点となる血液供給センター（8箇所）、その下

に輸血を担当する輸血センター（24箇所）と、それぞれの血液銀行のカテゴリー化を計画

中である。厚生省は地域拠点化により、①専門性のある優秀な人材を有効に活用すること

ができる、②検査機能を有する血液銀行の数を限定することによって、近代的な機器を導

入して制度の高い検査を行うことができる、③拠点血液銀行に情報システムを設置し、情

報を一括管理することができる、④任意献血の啓発活動が促進される、と考えている。

2） 検査体制の集中化

現行の体制では、基本的には検査機能のある血液銀行は血液の安全性スクリーニング検

査を独自で実施しており、検査機能の整っていない血液銀行では、検査体制のない項目に

ついては検体を中央に送って測定し、検査の実施可能な項目についてのみ各医療機関で実

施している。厚生省では、現行の体制では検査を実施する施設がそれぞれ独自で異なる試

薬を購入して実施しており、検査用のガイドラインもないため、検査の精度に問題がある

と考えている。今後、スクリーニングセンターにて国際基準を満たした検査用試薬を用い

て一括して検査を行うことでその検査結果の精度を高めるとともに、試薬の一括購入によ

る費用削減のメリットもあると厚生省は見積もっている。

3） 任意献血促進活動

現行の献血体制では、輸血の必要な手術予定者は2名の献血者を連れてくることが義務

付けられている。グアテマラでは売血は禁じられているが、なかには非公式に金銭の受け

渡しにより献血者を確保することもあると言われている。このような方法で獲得された献

血者を強制献血者と呼んでいるが、強制献血者の中には血液感染疾患に罹患しているケー

スが多く、その割合は任意献血者と比較してはるかに高い。厚生省がこれまでの献血者の

プロファイルを分析したところ、18歳から35歳の都市部に住む男女が最も感染の危険性

の少ないグループであるという結果になった。この結果を受けて厚生省では、より安全な

血液を獲得するために任意献血の割合を増やすため、大学などと協力して任意献血者促進

活動を展開している。本プログラムでは、安全性の高い献血者が繰り返し献血を行うこと

を目標とするとともに、献血活動が文化として人々の生活の一部になるよう、マスメディ

アやキャンペーンを活用して献血普及活動を行っている。
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厚生省では2004年にPAHOの指導のもと、現行の血液銀行の調査を実施し、その評価結果

をもとに現状の献血・輸血活動の抱える問題点の解析を行っている。具体的に厚生省が掲げた

問題点として、献血・輸血にかかる手法の統一化した手順書等がないこと、過去の情報が蓄積

されていないことをあげている。また、厚生省では、どのような疾患の症例にどのような血液

製剤が輸血されているのか、輸血による副作用の発生状況、等の情報も持ち合わせていないた

め、今後これらの情報も蓄積し、適切な輸血がなされるように、血液製剤作成・輸血処理等の

手順書の作成、全国で統一化した記録様式の導入を検討中である。

厚生省は、血液銀行専門の検査室や技術者が十分にいない点も問題点の一つと認識している。

全国の国立の血液銀行の調査結果によると、血液銀行の80％は病院内の検査室の一部として

含まれている。なかには、血液と試薬が同じ冷蔵庫で保管されている、血液銀行としての機能

を担うのに必要な機材が揃っていない、生化学専門家がいないため、検査技師のみで作業を実

施している1などといった問題が報告されている。民間や社会保険庁など他の医療機関では、

国立の医療機関の倍近くの給与を支払っており、優秀な人材はそちらに勤務するケースが増え

ている。厚生省は、血液供給センターの地域化により、高度の専門教育を受けた検査室スタッ

フを拠点病院に集中させることで、人材不足の問題を解決しようとしている。

２－１－３　保健医療政策と現状

（1）保健概況

グアテマラの保健指標を、近隣国及びラテンアメリカ・カリブ海諸国とともに表2－1

に示す。グアテマラは、GNIは周辺諸国のうちエルサルバドルと同程度の低中所得国家2

に位置づけられる（グアテマラ：2130USドル、エルサルバドル：2350USドル）。しかし、

保健衛生指標を比較すると、いずれもGNIが同レベルのエルサルバドルと比較して、レベ

ルが低く、GNIの低いホンジュラス（1030USドル）、ニカラグア（790USドル）と同程度

であり、ラテンアメリカ・カリブ海諸国の平均と比較しても改善の余地がみられる。

HIV/AIDS罹患率については、ホンジュラスを除く他の周辺諸国ならびにラテンアメリ

カ・カリブ海諸国平均よりも高い値を示している。

1 厚生省は、血液銀行は最低生化学専門家（大学で生化学を専攻）1名、検査技師（中卒後1年の専門教育を受講）1名

を配置し、生化学専門家の監督のもとで検査技師が実際の業務を行うという体制で運営したいと考えている。

2 世界銀行は国家収入（GNI）により各国を分類しており、GNI876USドルから3,465USドルは低中所得国に位置づけ
られている。
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表2－1 保健衛生指標の周辺国との比較

グアテマラは、海岸地域や首都・都市部は保健サービスのアクセスがよいが、山岳部はアク

セスが悪いといった地域差がみられる。また、人口の42.9％は先住民族であり、29の言語が存

在するため、コミュニケーションの問題も保健サービスへのアクセスの大きな障壁となってい

る。また、先住民族が多く居住するケツァルテナンゴ、ペテン、ハラパ、エクスクィントラ等

は血液感染率が高くなっており、これらの保健サービスの地域格差を縮小することが必要であ

ると厚生省は認識している。

（2）血液供給体制

グアテマラにおける輸血用血液はすべて血液銀行で集められ、スクリーニングをしたう

えで製剤化したものを用いている。これまで輸血用血液の大半は強制献血によって確保さ

れていたが、2005年より、任意献血者を増やすための広報活動を開始し、現在では約

5.6％が任意献血による。表2－2に任意献血と強制献血の比率を示す。

表2－2 グアテマラの任意・強制献血の内訳

血液スクリーニングについては、輸血・血液銀行事業法にてHIV、B型肝炎、C型肝炎、シ

ャーガス病、梅毒の5種類のウィルスのスクリーニングを義務づけている。2002年以降の輸血

用血液の陽性率を表2－3に示す。

出所：UNICEF『世界子供白書2006』

出所：厚生省血液銀行プログラム資料
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表2－3 輸血用血液の感染率 （単位：％）

グアテマラでは売血は禁止されているが、強制献血者の中には非公式に金銭で献血者を確保

する例もあるとのことである。厚生省の調査によると、献血用血液の6％は陽性であるが、任

意献血者の感染率は数％であるのに対し、強制献血者の感染率は10％を超えており、強制献

血者の血液の方が感染の危険が高いという結果であった。厚生省はこの結果を受けて、最も感

染のリスクの低い都市部在住の若年者層の任意献血者を増やしたい意向である。

集められた輸血用血液のうち、陽性のため6～8％が廃棄され、使用期限切れのために5～

6％が廃棄されている。また、血漿を使用するケースは少ないため、血漿を廃棄する施設もあ

る。また、血液銀行の規模の大きい施設では、血液を血漿、血小板、赤血球、クリオ製剤に分

画して使用しているが、規模の大きくない施設では全血のまま使用している。

２－２　組織・人員

２－２－１　厚生省機構図

図2－1は、グアテマラ厚生省組織図である。グアテマラの血液事業・輸血プログラムは、

医療基準管理プログラムの下にある17のプログラムの1つに位置づけられている。現在、本プ

ログラムは8名の医師や生化学専門家等により運営されている。

グラフ2 輸血用血液の感染率の変遷

出所：厚生省血液銀行プログラム資料
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２－２－２　医療従事者の構成

グアテマラでは、血液銀行の人材として最低1名の生化学専門家（大卒レベル）を配置し、

当専門家の監督の下で検査技術者（中学卒業後1年の専門教育を受講）が実務を行うという体

制を理想としている。しかし実際は十分な専門家がいないため、生化学専門家のいない血液銀

行も多い。また、病院の検査室が血液銀行の機能を担っているケースが多い。厚生省は、血液

事業用の専門家を育成するために、従来の検査技術者養成コース終了後、追加で1年間の血液

事業用技術者養成コースを設け、血液銀行専門の検査技術者の養成も実施している。表2－4

にグアテマラの医療従事者数ならびにスタッフ1名が担当する住民数を示す。

表2－4 グアテマラの医療従事者数

２－２－３　医療施設の数

グアテマラの医療サービス供給体制として、各県に3次医療機関としての病院、その下に2

次レベル医療機関である医師・看護師・准看護師等で運営される保健センター、1次レベル医

図2－1 厚生省の組織図



療機関である看護師または准看護師等により運営される保健ポストがある。出産、病院ならび

にCAIMI（Centro de Atencion Integral materno Infantil）と呼ばれる出産介助機能を持つ保健

センターが取り扱っている。血液銀行は、36ある病院のうち、32の病院に設置されている。

表2－5にグアテマラの血液銀行数を示す。

表2－5 グアテマラのカテゴリー別　血液銀行数

グアテマラ国厚生省では、①適切なスペースを有する、②適切な技術スタッフを配置する、

③十分なレベルの資機材を設置する、④法に基づいて安全性の確認された試薬を使用する、と

いう点を血液銀行開設の必要条件としている。しかし国立の血液銀行の多くは、病院が設立さ

れた際に検査室の一部として併設されたケースが多く、厚生省の定める用件を遵守できていな

い。一方、民間の血液銀行や社会保険庁管轄、軍管轄の血液銀行は機材・人材共に十分に配置

しており、能力も高い。その理由として、これらの国立以外の医療機関は給与が高いため、レ

ベルの高い技術者を確保しやすい、これらの施設は主に都心部に位置するため、需要が高く運

営資金も得やすいなどがあげられる。グアテマラ国厚生省は、将来これらのすべてのカテゴリ

ーの血液銀行に統一した品質保証体制、情報システム体制や血液事業・輸血に関連する手法の

標準化を導入したいと考えている。

２－３　財政・予算

２－３－１　グアテマラ国家予算・保健予算

表2－6に1999年から2003年までのグアテマラの保健関連予算、表2－7に2004年から2006

年までのグアテマラの厚生省予算を示す。厚生省予算は各年ともにGDPの5％、政府予算の約

8％である。中南米諸国の政府予算に占める保健予算の比率は平均7％であり、おおむね中南

米の平均的比率を保健に投入しているといえる。予算はGDPの増加にあわせて年々増加して

いる。
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表2－6 保健関連予算の実績

表2－7 2004年から2006年の厚生省予算

２－３－２　他ドナーの血液事業・輸血体制への支援状況

血液銀行プログラムに貢献しているドナーは限られており、2005年から2007年に実施され

るドナーの支援総額24.3万USドルのうち日本の割合は約50％と、本プログラムにおける JICA

支援の役割は大きい。PAHOは包括的技術支援、ルクセンブルク政府は血液運搬体制の整備、

NGOである子供世界血液銀行（Children’s World Blood Bank）は献血促進支援、JICAは血液

銀行用の検査体制強化と、各ドナーの役割分担が明確であり、各ドナーの支援が重複しない。

検査機材は血液銀行運営に不可欠であり、JICAの供与は重要な役割を担っているとともに、

他ドナーの技術協力、機材供与と併せた相乗効果が期待できる。

グアテマラ国は2005年にPAHOに対して支援を要請し、これまでの実績を評価されてパラ

グアイとともにPAHOの血液銀行プログラムの支援対象国に選ばれ、継続的な技術支援を受

け、着実に成果をあげている。具体的には、法的枠組みの整備、国内の需要概算、血液銀行に

かかる費用評価、IEC活動の教材作成、血液銀行にかかる研修活動などをPAHOの支援をもと

に実施している。PAHOの支援は、第1フェーズ（2005年6月から半年間実施）と第2フェー

ズ（2007年より開始）に分かれており、第1フェーズでは法整備、国内需要調査、費用算出、

IEC教材の作成、研修等の血液銀行プログラムの体制整備を支援した。第2フェーズでは、第1

フェーズの結果をもとに、主に献血活動促進のための IEC・推進活動を実施する予定である。

カイロン基金3は、PAHEF 3を通してPAHOの本活動の資金提供を行っている。
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3 カイロン（Chiron）基金：ノバルティスグループの運営する基金。PAHOでは、その下部組織としてPAHEF（Pan
American Health and Education Foundation）を設置し、PAHOで計画中のプロジェクトを提示して関心のある団体が
それに出資するという形でプロジェクトを運営している。カイロン基金もその一つの出資団体である。

1USドル＝7.9ケッツァールにて換算

出所：厚生省血液銀行プログラム資料



子供世界血液銀行は、2004年にグアテマラ国厚生省との間に契約を締結し、2005年12月に

献血活動に必要な車両と簡易ベッド等を供与した。これらの機材供与と併せて、献血キャンペ

ーンにおける供与機材の活用法の研修も実施した。血液銀行プログラムでは、現時点で25回

の移動車による献血活動を実施しており、もう1台の献血車の申請を検討中である。

グアテマラ国厚生省は、2003年までドナーに頼っていた検査試薬の購入を2004年より自国

予算で調達を開始するなど自助努力を行っており、各ドナーの供与品を活用して厚生省自身で

プログラムを運営しようという姿勢がある。

表2－8に各国ドナーの支援状況を示す。

表2－8 血液銀行プログラムに対するドナーの支援状況
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1USドル＝0.78371ユーロ



第３章　効果測定・評価

３－１　対象国の保健医療政策における医療特別機材供与の位置づけ

2005年より厚生省血液銀行プログラムは、PAHO等の支援をもとに法整備や献血・輸血体制の

枠組みの決定など、政策面での強化を図っており、それらの政策を段階的に全国に普及展開しよ

うとしている。この時期に本案件を通して必要な機材を供与することで、グアテマラの血液銀行

の体制が強化され、輸血体制や安全な血液供給を達成するという国家保健目標に貢献することが

できる。

本案件とあわせて、グアテマラ国厚生省では血液銀行の能力改善を目指し、検査スタッフの研

修を要請している。ひとつは2007年より5年にわたり、JICA九州で実施される地域別研修「血液

スクリーニング検査向上（中米地域）」に血液銀行関連スタッフが派遣される。今年度の研修に

は、中央と地方から1名ずつ、厚生省の中央スクリーニングセンターで検査を担当するスタッフ

と地方（コバン県）の血液銀行に従事する生化学専門家が参加予定である。同研修者は帰国後、

研修報告書を作成するとともに、厚生省の実施する研修で、地域別研修により習得した内容を他

の検査担当者に教育（技術移転）することになる。

また、グアテマラ国厚生省は2007年度要請案件として技術協力個別案件（日系第三国専門家）

を要請している。この研修の内容はグアテマラ血液銀行プログラムにおいて早急に対応が必要な

課題である「血液検査」「情報システム」「機材の適正使用」の3点である。これらの研修を実施

することで、血液銀行プログラムが抱える重要な課題を改善することができ、血液の安全性の質

の向上やサービスの向上につながる。

３－２　JICA協力プログラムにおける医療特別機材供与の位置づけ

我が国はグアテマラ国における重点課題として、①農村生活の改善、②持続的な経済開発、③

民主化定着、の3点を掲げている。その中の「農村生活の改善」は、先住民族が多く居住する中

部高原地域を中心とした、農村、教育、保険・衛生分野における社会開発を主体とし、この分野

は最重点分野として協力を展開することとしている。これらの方針をもとに、JICAでは保健・

衛生サービスの改善を目指し、保健サービス改善プログラムと飲料水供給プログラムを実施中で

あり、本案件は保健サービス改善プログラムの一環に位置づけられている。

本案件は、厚生省と共同で取り組んできた技術協力プロジェクト「シャーガス病対策プロジェ

クト」実施の過程で、シャーガス病の血液感染防止の観点から厚生省とともに血液安全性の確保

の重要性を認識し、案件形成に至ったという経緯をたどっている。JICAは同プロジェクトを通

して厚生省血液銀行プログラムの関係者との信頼関係を構築・強化していると同時に、厚生省の

能力向上に貢献してきた。また、JICA側は3－1に示したとおり本案件と連携して、JICA九州セ
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ンターで実施を予定している「地域別研修：血液スクリーニング検査向上」に血液銀行に従事す

るスタッフを送り、血液銀行の運営やサービス、スクリーニングなどの技術・能力向上を図って

いる。また、グアテマラ血液銀行プログラムの課題である機材の適正使用、情報システムの構築

等の対策としてグアテマラ政府より当該分野の協力を打診されており、JICAとしてもその必要

性と優先度の高さを理解し、また他国での成功経験を踏まえて第三国専門家派遣を検討してい

る。

３－３　国際機関の協力プログラムにおける供与機材の位置づけ

本案件のうち、エイズ・血液検査体制分野については共同で行う国際機関はない。グアテマラ

においては、PAHOが全面的に血液銀行プログラムの技術支援を行っている。ただ、他の分野の

ように要請書作成や JICAの供与機材の配布・モニタリング支援をPAHOが行うわけではないの

で、JICAが厚生省と協力して実施することとなる。

３－４　対象国政府機関、国際機関、JICAまたは日本国大使館の役割

グアテマラ国においては、2006年度のみ本事業が実施されるため、グアテマラ厚生省、JICA

の各担当者に医療特別機材供与の作業基準を示し、理解を得た。

表3－1 グアテマラ国医療特別機材供与の作業基準
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３－５　対象国実施体制

３－５－１　運営・維持管理

（1）血液銀行の体制

グアテマラ国では、病院付属の血液銀行が、献血活動、血液製剤の作製を実施している。

血液安全性検査については、現時点では検査機能のある血液銀行では独自で実施し、検査

機能のない血液銀行は、検体を中央の検査センターに持ち込み、検査センターにて検査を

実施することになる。その際の検体の輸送については、検査用試験管に入った血漿を凍結

させた形で各病院の車両にて週1回（月～水）の頻度で中央へ輸送している。中央の検査

センターで、これらの検体をELISAにて診断し、その週の金曜までにファックスにて各病

院へ結果を連絡している。検査結果に応じて、各血液銀行は汚染した血液を医療廃棄物と

して適切に廃棄するとともに、陽性の疑いのある献血者に対して血液銀行から各専門課を

通して連絡を取り、適切な診断・治療を受けるよう促している。

将来的には、現在32箇所にある血液銀行を①検査センター、②血液供給センター、③

輸血センターにカテゴリー化し、血液供給センターを地域の輸血・血液事業の拠点として

それぞれの役割を明確にする意向である。厚生省の考えるそれぞれのセンターの役割を表

3－2に示す。

－16－



表3－2 血液銀行の分類とそれぞれの役割

現在、献血者の約95％は強制献血によるものである。厚生省は将来、これらをすべて

任意献血に移行する考えである。厚生省では、血液銀行のカテゴリー化により、検査用人

材・資機材の有効活用、スクリーニング用資機材や手法の統一化によるデータの精度の向

上、一箇所集中検査による検査費用の削減等の効果を期待している。

現在、血液の輸送は院内ではそのまま、院外にはクーラーボックスを使用して救急車な

どの病院所有の車両にて輸送している。

表3－3にグアテマラ国全土の地域別の血液銀行の設置状況を示す。検査センターはグ

アテマラシティの厚生省血液銀行プログラム下に設置されている。また血液供給センター

は、グアテマラを8箇所に区分して8つの地域拠点センターを設置する。CAIMI 5では帝王

切開や緊急産科ケアの際に輸血が必要となるが、現時点では血液銀行は設置されておらず、

必要な時は近隣の血液銀行から輸送している。将来的にはCAIMIにも輸血センターを設

置する予定である。献血・処理センターのうち、ルーズベルト病院はストライキの実施等

により病院自体の質が下がっており、またサンフアン・デ・ディオス病院と近接している

ため、ルーズベルト病院とサンフアン・デ・ディオス病院の献血・処理センターはサンフ

－17－

5 CAIMI（Centro de Atención Integrada Materono Infantil）：グアテマラの母子保健サービスの提供を中心とした保健
センターで、全国に4箇所のCAIMIが設置されている。24時間体制で運営しており、普通分娩も取り扱っている。



アン・デ・ディオス病院に統合する予定である。そのため、本案件では、ルーズベルト病

院は供与対象から除外した。拠点センターとなる8施設のうち、サンフアン・デ・ディオ

ス、コパン、サカパの3箇所は、血液銀行の設定している免疫学的検査をすべて自身の施

設で実施でき、人材、機材共すでに血液銀行の運営体制が整備されている。

表3－3 グアテマラ血液銀行の分類
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グアテマラの血液銀行プログラムでは、「グアテマラ血液バンク強化計画」の資料の中

で各血液銀行に必須な機材を以下のように定めている。

・冷却遠心分離機

・冷蔵庫（血液バッグ保管用）

・冷凍庫（血漿凍結用）

・免疫検査用遠心分離機

・血小板攪拌機＊

・血漿抽出装置

・血液検査用キット

グアテマラ国は各血液銀行の在庫調査を実施し、その結果をもとに緊急性を考慮して今

回の要請・配布計画を策定している。

グアテマラの電気供給はとくに地方で不安的であるが、各施設に十分量の電圧安定装置

が設置されていないため、各施設により設置状況は異なっている。また、冷蔵庫の温度管

理状況や機材の管理状況についても各施設によって異なっており、院内に機材整備スタッ

フのいる場合とそうでない場合がある。また、院内の輸血委員会の設置も各施設により異

なっているが、今後血液銀行プログラムは、血液銀行を有する病院には輸血委員会を設置

する意向である。

グアテマラでの血液確保から輸血までの一般的な流れとして、まず手術予定者の紹介に

より最低2名が献血を行うことになる。これらの強制献血者は、問診を受け、これまでの

肝炎の履歴やHIV/AIDS感染の危険性の有無などに関連する情報を引き出し、感染の可能

性があれば適切な検査・処置を受けるよう指導する。献血者の中には感染の可能性があっ

てもそれを隠すケースもあるため、問診を担当するスタッフは、献血者の感染の可能性を

検知する能力が必要となってくる。

問診上問題がなければ、血圧ならびに血液の比重（貧血の状況確認）を測定し、これら

の数値で問題がないことを確認してから献血を開始する。1回当たりの採血量は450mLで

ある。これらの手順は各施設に委ねられており、病院によっては採血の前に血圧を測定し

ないところや、採血量を目分量やこれまでの経験で感覚的に判断しているところも見受け
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られた。採血の際に検体を試験管2本分採取し、1本は上記の比重測定用、もう1本は遠心

分離した後検査室にて規定の検査を行う。献血者の情報は、献血カードにより院内に保管

されている施設もあるが、記録の様式がないためスタッフの記憶に頼っている施設もある。

感染が確認された献血者は後日、感染している疾患の専門科より直接連絡される。

集められた血液は、在庫量にあわせて全血もしくは血液製剤に調整される。血液製剤は、

検査結果が出るまで一旦冷蔵庫で保管される。検査結果に応じて使用可能な検体のみを入

れる冷蔵庫に移され、感染の見られた血液は医療廃棄物として焼却処分される。

輸血用血液の手配は院内の診療科より決まった様式の書類に患者情報や輸血の目的、必

要な製剤の種類と量などを記載した書類を通して血液銀行に依頼される。これらの情報を

もとに、血液銀行で患者血液との適合性の検査を実施して適合する血液製剤を用意する。

３－５－２　モニタリング・評価体制

モニタリングについては、厚生省血液銀行プログラムが責任をもって実施することとなる。

厚生省同プログラムでは、JICAが作成したモニタリングシートを使用して本案件のモニタリ

ングを実施することとしている。

実際に供与品が配布される際には、同プログラムの担当者も同行し、正しく配置されている

かどうか確認・指導するとともに、半年から1年に1度、各血液銀行を訪問し、適切な機材使

用について確認する。

３－５－３　要請手続き

今回の要請書の提出手続きは、まず JICA、PAHO等に相談しながら、厚生省内のプログラム

の担当者が必要な機材を検討して要請書を作成した。要請書はその後、厚生省大臣の承認を得

てから外務省を通して、日本大使館に提出された。

３－５－４　通関・輸送・配布状況

グアテマラ国では、輸入担当者（本案件では応札業者）が通関手続き、免税措置を実施する。

通関・免税手続き終了後、厚生省の中央倉庫に輸送される。その際には、機材を調達した厚生

省のプログラム担当者が立ち会い、到着機材の品目、数量の確認及び倉庫の搬入までを実施す

ることとなる。倉庫に搬入される時に、倉庫の担当者が入庫票を作成する。中央倉庫から仕向

け先への輸送については、倉庫の担当者が事前に受領票、インベントリーカードを作成し、引

き渡しの際にインベントリーカードを引取り者に渡して受領票は回収する。通常はそれぞれの

病院が所有する軽トラックで中央倉庫まで取りにくる体制を取っているが、入りきらない場合

には倉庫所有の車両（10トントラック）で病院まで配布することになる。定期的に配布されて
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いる医薬品等については、厚生省県代表事務所がそれぞれの所有する車両にて中央倉庫に取り

にくるが、本案件の供与機材の場合、県代表事務所は経由せずに直接病院に輸送される。モニ

タリングシートは供与機材と併せて送付されることとなる。税関手続きは通常10日程度、中

央倉庫での登録と引渡しの作業は1週間程度を要する。

厚生省の中央倉庫は、縦150m、横30mで4500m2の広さの倉庫である。倉庫係は3名で、在

庫品の管理を行うが、倉庫の出入庫については各プログラムの担当者が倉庫で作業をすること

になる。

３－６　要請内容

3－6－1 2006年度要請内容

グアテマラ国厚生省は、2005年に実施した血液銀行機材調査に基づいて早急に対応の必要な

機材を抽出して今回の要請内容とすることとした。当初、本案件の原則的な上限である2000

万円を目処に要請機材を検討していたが、優先度を考慮して冷却遠心機を削除することは可能

であるとの意向であった。

2006年度の要請内容を表3－4、各機材の配布計画を表3－5に示す。

表3－4 要請機材の単価及び数量
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表3－5 各機材の配布計画

３－６－２　2007年度以降の要請検討状況

血液銀行プログラム支援は2006年度の単年度支援であり、2007年度以降に追加の協力を実

施する予定はない。JICAグアテマラ事務所としては、2007年度以降の要請検討の一つとして

医療特別機材の「母とこどもの健康のためのUNICEFとのマルチ・バイ協力」の実施を検討し

ている。調査時点では、本案件は検討を開始したところでまだ骨子は固まっていなかったが、

事務所としては現在実施中の技術協力プロジェクト「こどもの健康プロジェクト」と関連づけ

た形で、同プロジェクトの対象地域であるケツァルテナンゴを中心に、厚生省ならびにPAHO、

UNICEFとともに本供与のあり方や対象地域、詳細を検討していく意向である。

「こどもの健康プロジェクト」は、現在専門家（リーダー）1名、業務調整員1名が派遣され

ており、乳幼児死亡率を低下させることを最終目標として県内で最も乳幼児関連保健指標の改

善が必要な6つの市を選択し、試験的な活動を実施している。具体的には、乳幼児健診やコミ

ュニティーの薬草トレーニング等、基本的には1次レベルの医療機関を対象に2005年から2009

年まで実施する予定である。
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調査団は事務所の意向を受けて、2006年度調査と併せて「こどもの健康プロジェクト」の対

象地域であるケツァルテナンゴ県の3次医療施設であるオクシデンテ病院の新生児病棟、新生

児集中治療室、乳幼児集中治療室の視察を実施し、供与の可能性の有無について検討した。

視察の結果、新生児集中治療室、乳幼児集中治療室共に、保育器や人工呼吸装置や新生児保

温器、心電図モニター、補液ポンプ等が十分になく、治療する患児数が制限されている状況で、

なかには他科等から調達する、患者を別の場所に移す（例えば、新生児を乳幼児室に入れる）

等といった状況であった。また、本医療施設はレファー病院であるが、救急車に輸送用保温器

等もないため病院到着時には障害を受けている例があり、乳幼児の救命率の低下要因ともなっ

ている。

「こどもの健康プロジェクト」では、1次医療レベルを対象としており、今回視察した3次医

療施設であるオクシデンテ病院は対象外となるが、今回の調査結果をもとに「こどもの健康プ

ロジェクト」とのプログラム化を考慮した医療特別機材供与を実施するのであれば、①レファ

ラル体制の強化、②レファラル先の医療機関の強化、等があげられる。オクシデンテ病院では

来年、乳幼児集中治療室の整備を検討しているため、それと併せて機材供与を実施すれば、レ

ファラル先医療施設の強化を図ることができる。

ただし、本件はまだ検討を開始したところであるため、供与内容は全く未定である。本機材

供与を実施する場合は、「こどもの健康プロジェクト」で供与を予定している機材との重複が

ないよう留意が必要である。

３－７　妥当性・効率性・有効性・自立発展性

３－７－１　妥当性

本案件は、JICAが2005年までに実施してきたシャーガス病プロジェクトを通して厚生省自

体が血液の安全性を認識し、血液銀行プログラムの強化につなげたいという意味で、日本の援

助政策や JICAの国別事業実施計画、ならびにグアテマラ保健政策に合致している。

国立の血液銀行は、私立の血液銀行と比較すると設備面、技術面で劣っているため、本案件

により国立の血液銀行の体制を強化することで、グアテマラの血液銀行全体のレベルを高める

ことに貢献する。

本案件は全国の国立血液銀行を対象としているため、輸血が必要となる全国民に裨益するこ

ととなる。精度の高い検査によって血液の安全性を保証したうえで輸血用血液とすることは、

血液感染症の拡大を抑えることにつながり、輸血による感染者数の低下、それによるグアテマ

ラ国民の健康な生活を維持し、長期的視点では医療費の削減を期待できる。
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３－７－２　有効性

グアテマラ国の定める本案件のプロジェクト目標（①すべての輸血用血液を任意血液により

確保する。②すべての輸血用血液を中央部のスクリーニングセンターにて検査する。③血液銀

行を、スクリーニングセンター、血液供給センター、輸血センターに分類し、地域拠点化を実

現する、詳細は8頁2－1－2参照）は、血液安全性を確保するためには不可欠であり、目標設

定は適切であると判断する。また、本案件供与にあわせて実施される検査体制の集中化により、

検査に使用される資機材のレベルが統一され、検査の精度が改善されることにより、感染血液

は適切に廃棄されるとともに、感染者に対する処置も施されることとなる。厚生省の目標達成

へのアプローチも適切である。まだ検討を要する課題としては、血液銀行におけるすべての手

法の標準化、情報蓄積のための情報システムの構築と運営、検査用機材の維持・管理体制の構

築があげられる。

３－７－３　効率性

本案件で投入される機材はいずれも耐用年数が長く、一度供与すれば最低10年は使用する

ことができる。実際に現場では、1993年に無償資金協力（国立病院網機材整備計画）で供与さ

れた血液バッグ保存用冷蔵庫や冷却遠心分離機等の機材を使用しており、その効率性の高さは

明らかである。また血液銀行プログラムでは、それぞれの分類に最低限必要とする機材リスト

を作成し、各血液銀行の検査機材の在庫調査を実施しており、それに基づいて既存機材の活用

の再検討したうえで、新たに必要となる機材を要請しているため、投入機材は適切な箇所で使

用されることとなる。現在は、検査機材の維持・管理は各病院に委ねており、病院に修理機能

がある場合は故障に対する対応も取れているが、修理の機能がなければそのまま放置されてい

る。今後の対策として、機材が適正に使用されるよう、院内の検査スタッフに対する研修・指

導を行うこと、ならびに機材の定期的な在庫管理と活用状況の定期的な報告を行い、故障した

機材の維持・修理等の機材管理が必要である。

３－７－４　自立発展性

グアテマラ国厚生省のプログラム担当者は、本プログラムに対するオーナーシップの意識が

高く、PAHOや JICAの支援を受けながら自分たちでプログラムの目標達成のための方策を展

開させている。具体的には、過去に援助に頼っていた検査用試薬の購入を2004年より独自予

算で調達する、昨年供与された献血車を活用した献血活動を実施するなど、自立発展性に対す

る意識は高い。また、先にも述べたように、本案件により供与される機材は長年使用可能である

ため、これらの機材を活用して独自の活動を実施できる。また、本機材投入に併せて段階的に既

存の機材・人材配置を見直す予定であり、厚生省の血液銀行運営能力の構築にも役立つといえる。
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第４章　機材調達計画

４－１　調達方法

本案件はすべて現地調達にて調達可能であるため、JICAが現地調達を実施する。現地調査時

点での一般競争入札のスケジュールを表4－1に示す。

表4－1 機材供与までのスケジュール

本案件は、機材の最終仕向け地は各血液銀行とし、設置までを業者が行うことを入札の条件に

盛り込んでいるため、通関・免税手続き及び機材の供与は応札業者が実施することとなる。また、

機材に用いる電圧安定装置についても、入札図書の中で全品目に電圧安定装置を用意することを

条件とする。

４－２　仕様・価格・概算事業費
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第５章　結論と提言

５－１　結論

グアテマラ国における輸血・血液事業計画は保健政策やグアテマラの現状を考慮するときわめ

て重要であり、実施の意義は高いと判断される。その理由を以下に示す。

（1）グアテマラの政策や計画との整合性

グアテマラは、安全な血液を国民に供給することを目的として、PAHOの法律のモデルに

基づいて血液事業に関するこれまでの法の枠組みを見直し、現行に適合した内容に再編して

それに関連する輸血学・血液銀行サービス法を制定するなど、政策面での強化を図っており、

それらの政策を段階的に全国に普及展開しようとしている。血液銀行プログラムの担当者も

以前は2名で実施していたところを、現在8名で実施するなど、厚生省が当該分野に力を入

れていることは明らかである。この時期に本案件を通して必要な機材を供与することで、グ

アテマラの血液銀行の体制が強化され、輸血体制や安全な血液供給を達成するという国家目

標に貢献することができる。また、本案件で供与する機材は、いずれも長期にわたって使用

できる基本的な機材であるため、供与による費用対効果が期待できる。

（2）グアテマラの運営・実施体制

1） 厚生省では、現在血液銀行の「地域拠点化」と「血液銀行のカテゴリー化」を検討して

いる。具体的には、全国32の国立血液銀行を、2007年1月ごろまでに、中央の血液スクリ

ーニングセンター、8箇所の採血促進センター、24箇所の輸血サービスセンターに分類

し、それぞれの役割を明確にして各機関の連携を強化する予定である。血液スクリーニン

グについては、中央部の血液スクリーニングセンターで一括検査を行う予定であるため、

良質の試薬・検査機器の使用、高度な生化学専門家の監視体制などにより検査の質や精度

は向上する。本案件は、これらの地域拠点化、血液銀行のカテゴリー化に基づく検査体制

の確立に貢献する。

2） 血液銀行プログラムでは、血液銀行の実態調査の結果に基づいて既存の問題点を認識し、

それに対する対策を検討していること、また、上述の法規制の整備を着実に行い、実施体

制を整えるよう検討している点は評価できる。また厚生省は、例えば2003年までドナー

に頼っていた検査試薬の購入を2004年より自国予算で調達を開始するなど、自助努力が

みられる。本案件についても、供与品を活用して厚生省自身でプログラムを運営しようと

いう姿勢がある。
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（3）配布・モニタリング体制

グアテマラ国厚生省は既存の上記血液センターの所有する機材を調査し、その結果をもと

に配布対象施設を決定したため、供与機材は適切な箇所に配置される。また配布については、

JICAの実施する入札の際に対象血液銀行までの配布を盛り込むこととするため、一旦は厚

生省の中央倉庫に保管されるが、JICAの管理の下、業者により配布されることとなるので、

確実に配布される。血液銀行プログラムの担当者は、配布の際には各血液銀行を訪問し、設

置状況を確認・指導するとともに、機材の活用状況を確認するためのモニタリングの実施を

計画しており、JICAが事前に用意したモニタリングシートの見本をスペイン語版に修正し

て使用することで、厚生省と合意している。

（4）JICA案件としての位置づけ

1） JICAはシャーガス病プロジェクトを実施し、同プロジェクトを通して厚生省と信頼関

係を構築しているとともに、厚生省の能力向上に貢献してきた。また、プロジェクトの実

施を通して、厚生省自らがシャーガス病の血液感染の観点から輸血血液の安全性確保の重

要性を認識し、更なるプログラムに発展している今回の経緯や、輸血体制強化や政府の更

なる能力構築の面でも本案件の妥当性は高いと考える。

2） 本案件は、2007年から実施予定の本邦研修（血液スクリーニング検査向上）との関連が

強く、両者を実施することで相乗効果が期待できる。厚生省は、血液銀行運営に重要な役

割を担う生化学専門家2名を派遣する予定で、帰国後は研修報告書を作成するとともに、

厚生省の実施する研修やワークショップ等で、研修により習得した内容を他の検査担当者

に教育（技術移転）することになる。

（5）ドナー間の役割分担

血液銀行プログラムに貢献しているドナーは限られており、本プログラムにおける JICA

支援の役割は資金額的にも大きい。各ドナーの役割分担が明確であり、JICAの今回の供与

と重複しない。検査機材は血液銀行運営に不可欠であり、JICAの供与は重要な役割を担っ

ているとともに、他ドナーの技術協力、研修、機材供与と併せた相乗効果が期待できる。

５－２　案件実施上の留意点・改善点

（1）輸送手段の課題

1） 現在の案ではスクリーニングセンターを中央に集約することを検討しているが、検体の

輸送等に時間がかかることや輸送手段の有無、コストが懸念される。特に血小板製剤など

使用期限の短い製剤等も含まれるため、スクリーニング期間の短縮化も考慮に入れる必要
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がある。例えば現行の血液銀行の中で、すでに機材・能力の揃っている3施設（サンホア

ンデディオス、コバン、サカパ）に加え、ペテンを強化してスクリーニングセンターとし

て活用するなど、スクリーニングセンターの拠点化もひとつの考え方である。

2） 新しい血液銀行カテゴリーに分類した際には、血液供給センターと輸血センター間の血

液の輸送が必要となる。ルクセンブルク政府からのコールドチェーンの供与があるとのこ

とであるが、血液輸送に利用可能な既存の車両や機材を確認し、不足した箇所にこれらの

機材を投入して適切な血液の運搬が可能な体制を検討することが必要である。

（2）強制献血から任意献血への体制移行による課題

1） 厚生省の設定する目標に到達するための具体的なタイムフレームや、中間目標、それに

到達するための具体的な活動計画の策定への落とし込みを検討するのが望ましい。

2） 100％任意献血により血液が確保できるようになるまでの移行期間は、任意献血と強制

献血が混在することになるが、これまでの血液銀行をカテゴリー化した場合に、強制献血

（1人の手術者に対して2名を連れてくる）をどのように扱うか、移行期間の対応方法を明

確にしておく必要がある。

3） 現在、調査で回った血液銀行では、任意献血者を増やすためにポスターの作成やキャン

ペーンを始めるなど、血液銀行にて従事する医療スタッフは任意献血に対する意識は高く、

その意義を把握して各々の努力を行っていた。今後、血液銀行のカテゴリーを導入するこ

とで、今まで32箇所で行っていた献血が8箇所に限定されることになるため、献血拠点が

減少することが懸念される。その代わりとなるよう、国民の任意献血へのアクセスを増や

すための具体的方策が必要である。

（3）標準手順書・統一様式の課題

献血実施、血液製剤作成、血液・血液製剤運搬、輸血担当課での輸血までの保管状況、輸

血の実施、血液や検査廃液の処理等について、それぞれの詳細な手順とそれらの記録用の統

一様式を策定し、各血液銀行が同じ手順で確実に血液処理・輸血を実施できる体制を取ると

共に、輸血や血液供給に関する情報を蓄積することが望ましい。また、輸血時の副作用の発

生状況や感染の状況も併せてデータを蓄積することが好ましい。また、血液由来感染症抗体

陽性の献血者に対するフォローアップのための他科との連携を強化する。

（4）機材の保守・修理体制の課題

1） 国としての機材の保守・修理体制が整備されていないため、修理体制は各施設に委ねら

れている。今後、検査機材の正しい使用方法を研修する、血液処理の具体的なガイドライ
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ンを早急に策定・導入する、厚生省で機材の保守・修理体制を整備する、等の対応が必要

である。

2） 機材を安定的に長期にわたって使用するために、特に電圧の不安定な地域には電圧安定

装置を設置することを徹底することが望ましい。今回は、入札図書に供与する機材すべて

に電圧安定装置を付けることを条件としているため、問題ない。
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